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ファイリングシステムとは ｜ 

1 文書倹索の容易化・迅速化

ファイリングシステムは、必要な文書が、誰にでも、速やかに検索、利用できるようにする

文書の有刻活用を目的としています。ファイリングシステムでは、文書を活用しやすい形に整

理するために、ます、文書を私物化せす、組織とレて管理し、職員闘で共有化することを第一

歩とします。

そのため、検討中の資料など、伺人かが重複して持っていだ周一文書は、 1部だけを残レて

すべてハイキします。そして、残った文書を全員が利用レやすい揚所にまとめて整理・保管し、

その利用方法もきちんとしだルールを定めます。このように保管と利用の方法を統一すること

によって、いつでも誰でも、必要な文書を迅速に取り出せるようにするのです。

【一般的な倒】

〔私物化している文書の実態〕

共有可能
ほとんど利用しない

月獄図利用する

共有不可能

2 文書の流れの制度化

文書を利用しやすくするための、ちう一つのポイントは、「文書の流れをシステム化するJこ

とです。古い文書が事務室にたまってしまい、整理するにも手のつけようがないような状態で

は、情報の有刻活用はできません。そこで、こうした状況を解決するために、

0 事務室には、利用頻度の多い文書だけを残レ

0 利用頻度が少なくなったら、文書庫に置き操え

0 定められた期限を過ぎだら、ハイキする

という「文書の流れ」をつくり、制度化することによって、事務室内に不要な文書を滞留させ

ないようにするのです。



3 ファイリングシステムのしくみ図

事務室での保管

文

書

ファイル基準褒への室町

（作成・収受） フ方ルダーの作成

現年度文書

〈現年〉
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※文書保容箱カードの作成

「③」→3年保容

文書庫での保容

工 I 「⑤」→5年保容

「⑩J→ 10年保存

「畏J→畏期保容

｜文書鰐箱｜
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H呆容年限満了i zイ

キ

※ハイキ作業は、年度〈年〉末、ファイル替え作業時に行います。
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！ ファイリングシステムで使用する用語 ［ 

文書 本市の闘員力t職務上作成し、又は取得した文．、図面等であって、蛾員が組

織的に用いるちのとして、市が保有しているものをいいます。

完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいいます。

未処理文書 文書B上の事務処理が完結していない文留をいいます。

ファイル基準表 課において保管している文書について、当該文.の分類、処理方法、保容年

限等の基準を定めた一覧表のことをいいます。

保管 完結文S及び未完結文書を当該文書に係る事務を所管する課のファイリング

キャビネット又は事務室内の所定の揚所に収納しておくことをいいます。

保容 完結文書のうち、保管の期聞が終了レた文書を文書庫に収納レておくことを

いいます。

ウツシ力工 ファイリングキャビネットの上段及び中段に収納している当該年度〈当該年〉

の文Sをファイリングキャビネットの下段又は事務室内の所定の揚所に移す

ことをいいます。

オキ力工 事務室内での保管期聞が終了した文書を文書保容箱に入れて文曾庫に移すこ

とをいいます。

ハイキ 保管、保容する必要のない文Sを廃棄することをいいます。

ファイル替え 年度〈年〉変わりの時期に、文書のウツシカ工、オキ力工及びハイキ作業を

行うことをいいます。

ファイリングマ 各課のファイリングシステムの運用責任者で、庶務担当係長をもって充てま

ネージャー す。

ファイリングク ファイリングマネージャーを補閲する各係のファイリングシステムの運用資

ラーク 任者で、係ごとに課長が指定レます。

｜ ファイリングシステムで使用する用具 ｜ 

ファイリングキ｜フ才ルダーを収納する専用キャビネッ

ャピネット ｜トのことをいいます。原則とレて、上

段と中段に現年度〈現年〉文書、下段

に前年度〈前年〉文書を収納します。

ファイリングサ｜ファイリングシステムで使用するフ方

プライズ ｜ルダ一等の消耗昂のことをいいます。
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個別フ方ルダー｜文書を収納するもので、厚紙を二つ折E王子
りにしたものです。フォルダーテーマ~；：.
を記入したフォルダーラベルを貼りつ~－·
ける男出し部分がついています。 ... 点

w
‘，
 

副

m

z
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資料フ方ルダー｜袋状になったマチ付きのフコヲルダーの

ことをいいます。個別フ方ルダーと出

ベ丈夫で収納できる文書量ち多いた

め、資料的な文書などファイリングキ

ャビネットで畏期に保管する必要があ

る文書に使用レます。

図面フ方ルダー｜地図、設計図などの図面類を折らずに

収納できるフォルダーのことをいいま

す。 AOとA1の2種類のサイズがあ

ります。

軍r
.,,f 

フ方ルダーラベ

ル

フ方ルダーテーマや取彼方法などを記

入レ、フ方ルダーの見出し部分に貼り

つけるラベルのことをいいます。色は5

色でフォルダーの分類ごとに色分けレ

ます。

上見出レガイド ファイリングキャビネットに収納され

たフ方ルダーの分類の見出し板のこと

をいいます。男出し部分に、分類名を

記入レたラベルを差レ込み、フォルダ

ーラベルと同織の色分けをレます。見

出レ部分は、分類〈大・中・小〉によ

りその位置をすらレて使用レます。

ファスナー フォルダー内の文書を綴じるのに使用

レます。文書を綴じたら両先を外側に

折り曲げます。文書は綴じないのが原

則ですが、パラパラになっては困ると

いう文書に限って使用することができ

ます。
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副

フ方ルダー内で文書をさらに整理する

ために、また、原紙のような破損させ

だくない文書などをまとめやすくする

ために使用レます。

クリアフ方ルダ
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ファイリングキャビネットを使用せ

す、書棚等でフ万ルダーを管理する際

にフコヲルダーを収納するボックスのこー
＂＂~ 

とをいいます。厚みのある資料やカタ

ログ等の事務用昂を整理する際や、各

職員の机のヨ｜出レ内の整理にも適レま

す。

未処理文書のフ方ルダーを収納するボ

ックスのことをいいます。

文書を文書庫で保容する際に使用する

箱のことをいいます。文書保容箱には

フ方ルダーのまま保容年限別に収納

レ、 1箱ごとに文書保容箱力一ドを作 j~;;i~ 
成レます。

ブルーボックス

ピンクボックス

文書保容箱

~－·· ... .. ., .. .. 

i: .. ~＇~＂＂~一一一一一一一一J：宅議

.. ' t> .... J ・・ 2・．，．．． r哩
命” z. .’ 

”‘ー・・刷、，．ー虫、
~ d 

ファイリングキャビネットの引出レに

収納されているフ方ルダーの分類が一

目でわかるように、各ヨ｜出しの前面に

張りつける見出レのことをいいます。

マグネット男出

し

ファイリングキャビネットへのフ方ルダーの収納方法Q 

現年度文書

~1台目
共通文書 i固有文書

・> .... ..1”．”．．．．．．：：γI  , .................川．．．

固有文書...........ι......”〆， J固有文書／・...~···＂···· 

…・…・》／｜．ぷ

2台目

共通文書；固有文書

．・・・…．．．”．．．． ．．．》i….........................・H・....・H・－・・H・H・－”・・十・》”・・H・H・....・H・－－－－－……H・H・・….........・H・…H・H・－－》
書
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0 デスクの整理

1 .業務資料〈個人で持つ必要があるもの〉

－担当業務の規程

・担当業務の参者図書〈自費購入分〉

・担当業務の参考資料〈限定的〉

3.毎日使用する文書〈限定的〉

－庁内内線電話表

・電算コード表

－スケジュール表〈業務予定表〉

一

筆記用具・印鑑・

名刺・手帳・職員

録・電卓

辞書・参考資料〈共

に自費購入分〉

2.個人宛に配付される文書

－研修内容、研修資料

－臓員厚生の案内通知

－組合、互閉会、共済だより

．その他個人宛の文書

4.全くの私文寄

・同好会、親睦会等の案内資料

※退庁時には、机の上に伺も置いていなし、状態とすること〈パソコン、電話は除く。〉。

※デスクマットには、業務上、最倍限l必要なもののみ掃みこむものとし、文書を挿
みこまないこと。
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延岡市ファイリングシステム導入計画書

総務部総務課
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I .ファイリングシステムの導入

1 . 目 的

「行政は文書に始まり、文書に終わる Jと古くから言われるように、行政は文

書なしには機能しないと言っても過言ではない。

行政の多様化・複雑化が進むとともに、 OA機器の導入により、文書量は減少

するどころか、増加の一途をたどっている。

文書量の増加により事務スペースはますます狭くなり、能率的な事務の執行に

も支障を来している。

これらの現状をふまえ、文書の集中管理により体系的かっ近代的な文書管理シ

ステムを構築し、正確・迅速・適正な事務の執行、市民サービスの向上並びに快

適な職場環境の確立を図る。

2 .本市における公文書管理の現状と問題点

(1）現状

本市における公文書の管理は、一件書類を一冊の文書として綴じ込む簿冊方式

を採用しているが、各事務・事業の完結までの聞は、担当者が机やレターケース

に各自で保管している。

事務・事業の完結後は、メモやコピーなど不要な文書を含め、関係するすべて

の文書を一冊に綴り、保存している。

(2) 問題点

本市における公文書の管理には、次の問題点がある。

① 事務・事業の完結までの聞は、担当者が文書を保管するため、紛失のおそ

れがある。

② 担当者が不在のとき、必要な文書の所在がわからない。

③ 体系的な文書管理システムが確立していないため、文書の検索に時間がか

かる。

④ 原本のほかに部長、課長、係長等がそのコピーを持つため、相対的に文書

量が増えるとともに、経費増につながる。

⑤ 不必要な文書まで保存するため、収納スペースに場所をとり、執務スペー

スを圧迫する。

⑥ 他の職員の業務内容がわからない。



(3) 新たな事務・事業を実施する場合の課題

① 0 A機器への対応

ワープ口、パソコン、コピー等の OA機器が各課に次々に配置されるなか、

電子計算課では財務会計処理オンラインシステムの導入を検討している。こ

れが実施されると、新たに各課に端末機が設置されることになり、執務スペ

ースがますます狭くなるため、改善が必要となる。

② 機構改革に伴う部課の設置

複雑・多様化する行政需要に対応するため、数年ごとに大規模な機構改革

により部課が新設されているが、今後は執務スペースの確保が非常に難しく

なるため、必然的に文書量の削減が求められる。

③ 情報公開

近年、情報公開を実施する自治体が増え、市議会において市長は「条件整

備と研究を進めている J と答弁しているように、対応が急がれるが、現在の

文書管理方式により情報公開を実施することは、事実上不可能であり、文書

管理体制の改善が必要である。

3 .解決策

(1) ファイリングシステムの導入

より適正な文書管理方式を確立し、快適な執務スペースを確保するとともに

今後予想される様々な行政需要に対応するため、ファイリングシステム・光デ

ィスクシステム・マイクロフィルムの三つの文書管理システムについて、 「文

書管理検討委員会Jでは、経済性と効果について検討を重ねた結果、ファイリ

ングシステムを導入すべきものと決定した。

(2) ファイリングシステムの導入効果

ファイリングシステムを導入すると、次の効果が期待できる。

① 現在の文書量の40～50%程度が削減できる。

② 文書量の減少はキャビネット類の減少につながり、必然的に執務スペース

が拡大する。

③ 文書の検索時間が大幅に短縮できる。

④ 文書の検索が容易になるため、担当者が不在でも他の職員が容易に対応で

きるとともに、人事異動時の事務引継が効率的に行える。

⑤ ムダな重複コピーがなくなるため、経費の節減ができる。

⑥ 仕事が属人から属組織になり、職務に関する職員相互の理解度が増す。

⑦ 体系的な文書の保存管理が可能となり、廃棄しやすくなる。
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Il .ファイリングシステム導入計画書

1 実施期間

ファイリングシステムの導入に当たっては、庁内外を問わず、すべての課所を

対象とするものとし、原則として、各フロアごとに平成 6年度から平成 8年度ま

での 3ヵ年計画で実施する。

2 年次計画

全庁一斉に導入すると相当の混乱が予想されるため、まず試験的にモデル課を

選定のうえ実施することとする。なお、選定に当たってはファイリングシステム

の効果が一目でわかり、かっ、庁内共通文書を多数保有する本庁 2階の 5課を対

象とする。

モデル課を 5課に限定する理由は、ファイリングシステムの導入事務局となる

総務課が把握し、指導できる課所数が、初年度ということもあり、 5課程度が限

度であるとともに、他市の例を参考に決定した。

平成 7年度及び平成 8年度の第 1期から第 4期までの本格導入については、モ

デル課実施の経験をふまえ、 1期当たり 10課程度が効率的であるとのコンサルタ

ントの助言により決定した。

①平成 6年度・モデル課導入（ 5課〉

企画課、総務課、職員課、財政課、議会事務局

②平成 7年度・第 l期本格導入 (11課）

生活環境課、会計課、保険課、人権対策課、高齢者対策課、児童

家庭課、福祉課、農林課、耕地課、建築課、地域開発課

・第 2期本格導入（11課）

市民税課、資産税課、納税課、市民課、衛生保健課、管財課、電

算謀、都市計画課、下水道課、延岡道路建設推進謀、選管事務局

③平成 8年度・第 3期本格導入 (10課〉

水産課、教育委員会事務局（ 4課）、土木課、監査委員事務局、

区画整理課、農業委員会事務局、商工観光課

・第 4期本格導入（10課〉

若葉荘、清掃事務所、土地開発公社、消防本部（ 3課・ 2中隊）

水道局（ 2課）

※学校、幼稚園、保育所その他の施設については、上記の47課に比べて文書量や

業務形態が著しく異なるため、コンサルタントと協議のうえ決定する。
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3 実施方法

ファイリングシステムとは、公文書を私物化せず、これを組織全体のものと

して、必要な場合にすぐ活用できるよう、組織的に整理保管し、文書の発生か

ら廃棄に至るまでの一連の体制を確立するもので、簿冊方式を廃止して、文書

の項目ごとにファイルに挟んで専用キャビネットで保管する方式であるため、

徹底した研修が必要である。

現行の簿冊方式は、一つの事務・事業ごとに、起案文書、資料、メモゼ写真、

図面、契約関係文書、パンフレット等あらゆる分野の、しかも保存年限の違う

書類や必要のない書類を無秩序にひとまとめに綴っているのが現状である。

これに対しファイリングシステムは、例示すると、総務・財務・人事等の大

分類ごとに、組織・定数・給与等の中分類に分類し、これをさらに、機構改革・

服務・昇給等の小分類に分類して文書を保管するものである。

したがって、ファイリングシステムの実施に当たっては、原則として完結、

未完結の文書を問わず、簿冊をばらして、不要な書類を廃棄のうえ、大・中・

小の分類ごとに分けて、各フォルダーに挟め、専用キャビネットに保管してい

く作業が必要となる。

なお、例外的に、固定資産課税台帳、選挙人名簿、財産台帳等の台帳や名簿

類については、現状のまま書棚等に保管することとし、地図や図面類は専用フ

ォルダーで図面用キャビネットに保管することになる。

また、各課所で保管する文書は、常用文書を除き、現年度及び前年度分のみ

とし、それ以前の完結文書は、そのまま地下文書庫で保存する。

4 コンサルタントの委託

ファイリングシステムの実施にあたっては、担当の総務課職員が専門書等で学

習し、他課の職員を指導しながら実施することは、技術的にも時間的にも不可能

であるため、他の先進自治体が行ったのと同様に、専門のコンサルタントに委託

し、研修と個別指導を受けながら、同時に作業を進めていく方法により実施する。

なお、コンサルタントについては、過去の実績及び導入済市町村担当者の助言

により、平成 2年度に次のとおり決定している。

①委託会社名：；株式会社イトーキ〈東京都中央区銀座 3-7-3)

②コンサルタント名：ー・・・・・・・氏（ 77イIJIグコンサjけYト・中小企業診断士〉

③主な指導自治体名：鹿児島市、長崎市、熊本市、福岡県春日市、東広島市、

日向市、東京都日野市、東京都足立区、東京都狛江市、

愛知県碧南市、秋田県横手市その他多数
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5 .コンサルタントによる研修内容及び作業内容

(1) ファイリングシステム導入までのフローチャート

｜｜ 
研 修内容

｜｜ 

作 業内容

,!J. ,!J. 

三役及びすべての管理職員研修

・ファイリングシステム概論

,!J. 

ファイル調べ表の作成

※完結、未完結を問わず、文書の

名称、形状、数量を調査し、ファ

イル調べ表に記入する。

不要な文書は、このときすべて

廃棄する。

セミナー 1 （対象：導入課全員）

・ファイリングシステム概論

・ファイル調べ表の作成説明

,!J. 

セミナー 2 （対象：担当者〉

・ファイル調べ表の内容確認

・フォルダーテーマの作成説明

フォルダーテーマの作成

※ファイル調べ表に基づき、次項

に掲げる小分類の細目として、各

文書を分類ごとに挟んで保管する

ためのフォルダーのテーマ（個々

の文書の名称）を作成する。

,!J. 

セミナー 3 （対象：担当者）

・フォルダーテーマの内容確認

．ファイル分類表の作成説明

ファイル分類表の作成

※文書ごとに大分類・中分類・小

分類に分類するための文書の分類

表を作成する。

大分類及び中分類は総務課が作

成し、小分類は各課が作成する。

例：大分類ゅ人事：共通：総務

中分類ゆ任免；財務：議会

小分類。採用：予算：議案

,!J. 

－hJ
 



セミナー 4 （対象：担当者）

・ファイル分類表の内容確認

・ファイル取級基準表の作成説明

ファイル取扱基準表の作成

※文書の各フォルダーテーマごと

に取扱基準を定める。

例：文書の保存年限

文書の移し替えの時期

（年度末・年末等の区別）

文書の廃棄のl時期と方法

文書庫への移管時期j

~ 

セミナー 5 （対象：担当者）

・ファイル取扱基準表の内容確認、

．ファイル基準表の作成説明

ファイル基準表の作成

※各課が保管するすべての文書に

ついて、大分類・中分類・小分類

．フォルダーテーマをー表にまと

める。

各課が保管する文書はファイル

基準表によりすべて抱握できる。

~ 

セミナー 6 （対象：担当者）

・ファイル基準表の内容確認

・フォルダーへの切替作業の指導

フォルダーへの切替作業

※簿冊をばらして、ファイル基準

表に基づき、不要なものを廃棄の

うえ、各分類ごとにフォルダーに

挟めていく。なお、常用文書を除

き、前々年度以前の完結文書は無

条件に地下文書庫に移管する。

各課のフォルダーへの切替作業が適正 II 
に行われているかをコンサルタントが II 
巡回指導する。 ~ 

セミナー 7 （対象：担当者）

・ファイリングシステムの維持管

理及び指摘事項の再チェック

ファイリングシステムの維持管理

※指摘事項の改善及びファイリン

グシステムの適正な維持管理

ハ
O



(2）ファイリングシステム導入スケジュール

（平成6年度〉

導入｜モ デ ル 課：企画課、総務課、職員課、財政課、議会事務局

課所 I< 5課・約 60人〉

研修及び作業等のスケジュール

4 月

5 月

6 月｜担当者の決定

7 月｜文書量調査

8 月

9 月｜セミナー l：管理者研修、全職員研修、担当者専門研修

〔内容：ファイリングシステム概論、ファイル調べ表の作成説明〕

※ファイル調べ表とは文書の名称、形状、数量等を記入したものをL、ぅ。

セミナー 2：担当者専門研修

〔内容：ファイル調べ表の内容碕認、フォルダーテーマの作成説明〕

※フォルダーテーマとは個々の文書の検索見出しをいう。

l 0月｜セミナー 3：担当者専門研修

〔内容：フォルダーテーマの内容磁認、ファイル分類表の作成説明〕

※ファイル分類表とは文書の種類ごとに大・中・小に分類したものをいう。

セミナー 4：担当者専門研修

〔内容：ファイル分類表の内容施認、ファイル取扱基準表の作成説明〕

※ファイル取扱基準表とは個々の文書の取扱基準を定めたものをいう。

l l月｜セミナー 5：担当者専門研修

〔内容：ファイル取扱基準の内容確認、ファイル基準表の作成説明〕

※ファイル基準表とは個々の文書の保存年限等を記入したものをいう。

l 2月｜セミナー 6：担当者専門研修

〔内容：ファイル基準表の内容磁認、フォルダーへの切替作業、保存文書の移管作業〕

l 月｜コンサルタントによる巡回指導

2 月

3 月

セミナー 7：担当者専門研修 ・・・・・・・ ※モデル課導入完了

〔内容：ファイリングシステムの維持管理〕
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（平成7年度〉

導入 第 1期本格導入：生活環境課、会計課、保険課、人権対策課、高齢者対策課、児童家庭謀、

( 1 1課・約 19 0人〉福祉課、農林課、耕地課、建築課、地域開発課

課所 第 2期本格導入：市民税課、資産税謀、納税課、市民課、衛生保健課、管財課、電子計算課

(1 1課・約 19 0人〉都市計画課、下水道課、延岡道路建設推進課、選管事務局

研修及び作業等のスケジュール ※各セミナーの内容はモデル課分に同じ

第1期本格導入 第2期本格導入

4 月 担当者の決定

5 月 文書量調査 担当者の決定

6 月 セミナー 1：管理者研修、第 1期分全職員研修、 文書量調査

担当者専門研修

セミナー 2：担当者専門研修

7 月 セミナー 3：担当者専門研修 セミナー l：管理者研修、第2期分全職員研修、

セミナー 4：担当者専門研修 担当者専門研修

セミナー 2：担当者専門研修

8 月 セミナー 5：担当者専門研修 セミナー 3：担当者専門研修

セミナー 4：担当者専門研修

9 月 セミナー 6：担当者専門研修 セミナー 5：担当者専門研修

※フォルダーへの切替作業

※保存文書の移管作業

1 0月 コンサルタントによる巡回指導 セミナー 6：担当者専門研修

セミナー 7：担当者専門研修 ※フォルダーへの切替作業

※第 1期本格導入完了 ※保存文書の移管作業

1 1月 コンサルタントによる巡回指導

セミナー 7：担当者専門研修

※第 2期本格導入完了

1 2月

月

2 月

3 月
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（平成8年度）

導入 第 3期本格導入：水産課、教育委員会（ 4課〉、土木課、監査事務局、区画整理課、

( 1 0課・約 11 0人〉農委事務局、商工観光課

課所 第 4期本格導入：若葉荘、清掃事務所、土地開発公社、消防本部（ 3課・ 2中隊〉、

( 1 0課・約22 0人〉水道局（ 2課〉

研修及び作業等のスケジュール ※各セミナーの内容はモデル課分に閉じ

第3期本格導入 第4期本格導入

4 月 担当者の決定

5 月 文書量調査 担当者の決定

6 月 セミナー 1：管理者研修、第3期分全職員研修、 文書量調査

担当者専門研修

セミナー 2：担当者専門研修

7 月 セミナー 3：担当者専門研修 セミナー 1：管理者研修、第4期分全職員研修、

セミナー 4：担当者専門研修 担当者専門研修

セミナー 2：担当者専門研修

8 月 セミナー 5：担当者専門研修 セミナー 3：担当者専門研修

セミナー 4：担当者専門研修

9 月 セミナー 6：担当者専門研修 セミナー 5：担当者専門研修

※フォルダーへの切替作業

※保存文書の移管作業

I 0月 コンサルタントによる巡回指導 セミナー 6：担当者専門研修

セミナー 7：担当者専門研修 ※フォルダーへの切替作業

※第3期本格導入完了 ※保存文書の移管作業

I 1月 コンサルタントによる巡回指導

セミナー 7：担当者専門研修

※第4期本格導入完了

I 2月

月

2 月

3 月
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m.ファイリングシステムの実施に際しての具体的取扱い

ファイリングシステムの実施に際しては、具体的に次のような取り扱いがなさ

れる。

① 現行の文書分類保存表の取扱い

ファイリングシステムを導入した課所は、ファイル基準表が文書分類保存

表の役者jを果たすため、文書分類保存表は必要がなくなる。

また、ファイリングシステムを導入していない課所については、導入する

まで文書分類保存表により、文書を管理することになる。

② 文書のコピーの取扱い

ファイリングシステムは、原則として原本主義であるため、一つの文書の

コピーを担当者、係長、課長、部長等がそれぞれ持つことは、施行中の事務

事業の会議資料として持つ場合、複数の課所にまたがる事業であって関係各

課所が持つ必要がある場合、議会答弁等のために関係部課長が持つ場合等の

特別な場合を除き、原則として禁止される。

③ 議案、予算害、決算書等製本された文書の取扱い

議案、予算書、決算書等のように製本された文書は、各議会の会期ごとに

そのままフォルダーに挟んで、各課所で保管する。

年度終了後は、議案作成担当課のみが議案、予算書、決算書等を一定期間

保管し、他の課所は廃棄する。

④ 秘密文書の取扱い

人事関係文書等のように特定の職員しか見ることが許されない保存文書は、

地下文書庫に施錠できるキャビネットを設置し、保存する。

⑤ 文書のA版化との関係

平成 6年度から文書のA版化を本格的に実施することになるが、文書の規

格変更は、一般的にファイリングシステムを導入する絶好のタイミングとい

われている。

したがって、ファイリングシステムを平成 6年度から実施することが、文

書管理にとって最も効果的である。
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⑥ 職員の私物の取扱い

ファイリングシステムの実施に伴い、各職員が職場に置いている私物は、

職務に関係のないものに限り、原則として自宅に持ち帰り、職場に置くこと

ができなくなる。

⑦ 不要になったキャビネット類の取扱い

ファイリングシステムの実施に伴い、フォルダーを専用キャビネットに収

納することになるが、その数は他市の例にならい、 1課所当たり平均約 4台

の専用キャビネットを配置する予定である。

これに対し、現在、ファイリングシステムを実施予定の 46課所には、約

7 7 0台のキャビネットがあり、他市の例を参考に積算すると、書籍類や消

耗品類を保管するため必要な約 20 0台のキャビネットを除き、約 57 0台

が不必要となる。

不要となるキャビネットは、倉庫における物品収納用として使用するほか、

事前に学校、幼稚園、保育所等の各施設に調査のうえ割り当てることとし、

使用に耐えないものは、鉄くずとして売却することになる。

また、文書量の減少に伴い、各職員が机の横に置いている脇机等は不要に

なるため、原則として課長以上にしか設置は認めないことになる。
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ファイリングシステムの導入経費N. 

ファイリングシステムを導入するための必要経費は、コンサルタント委託料、

備品購入費、消耗品費等が主なもので、導入経費は次のとおりである。

円
円
円
一
円

n
U
A
U
A
U

－nu
 

n
u
n
u
n
u

－nu
 

n
u
n
u
n
u

－nU
 

，
，
，
圃
，

n
H
u
q
u
o
o

＝。

細
川

τ
マ
t
唱

i
τ
q

F
D
n
h
u
n
o
z
o
 

3, 

モデル課導入分（ 5課〉

委託料 1 
備品購入費 1 
消耗品費

小計

平成 6年度

円
円
円
一
円

n
u
n
u
n
U

－nu
 

n
u
n
u
n
u
－AU
 

A
U
A
U
n
u

－nU
 

第 1期本格導入分（ 1 1'課）

委託料 2' 0 4 3' 
備品購入費 2' 9 4 6' 
消耗品費 l, 9 0 5' 

小計 6' 8 9 4' 

平成 7年度

円
円
円
一
円

n
u
n
u
n
u

＝U
 

A
U
n
u
n
u

－nU
 

A
U
A
U
n
u

－AU
 

第 2期本格導入分（ 1 1課〉

委 託 料 2' 0 5 0' 
備品購入費 3' 2 4 0' 
消耗品質 l, 9 7 8' 

小計 7' 2 6 8' 

0 0 0円1 6 2' 1 4 ' 平成 7年度合計

円
円
円
一
円

n
U
A
U
n
u
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n
U
A
U
n
u
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n
u
n
U
A
U
玄
U

第 3期本格導入分（ 1 0課）

委託料 2' 0 4 3' 
備品購入費 2' 9 4 6' 
消耗品費 l, 1 4 3' 

小計 6' 1 3 2' 

平成 8年度

円
円
円
一
円

n
u
n
u
n
u
x
u
 

ハu
n
u
n
U
ヌ
U

ハU
n
u
n
u
x
u

第 4期本格導入分（ 1 0課）

委 託 料 2' 0 4 3' 
備品購入費 2' 9 4 6' 
消耗品費 2' 2 5 6' 

小計 7' 2 4 5' 

0 0 0円平成 8年度合計 3 7 7' 

3 l, 0 0 0円3 8 5' 
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ファイリングシステムの導入実施体制V. 

ファイリングシステムの導入に当たっては、全庁的な取組みが必要となるため、

トップダウ事務局を総務課とするファイリングシステム導入実施本部を設置し、

ン方式によって推進していく。

なお、ファイリングシステム導入実施本部は次に定める体制とする。

役）’E，
 

E’
 

本部長

※ファイリングシステム導入に関する

責任者として部下を指揮監督する。

総括責任者（総務部長）

※本部長の補佐役として、各部責任者

及び実施責任者を指揮監督する。

実施責任者（総務課長）各部責任者（各部長）

※総括責任者の補佐役※各部の責任者として、所管

として、推進責任者する部の導入状況を把短し

に対する実務上の指所属i隊員を指獅監督する。

導を行う。

導入事務局（総務課文書法規係）推進責任者（各課長）

※事務局として、推進※各課の責任者として、所管

する諜の導入状況を把握し 担当者及び取扱担当

者を指導するととも

に、備品及び消耗品

所属職員を指陣監督する。

推進担当者（各課庶務担当係長）
等を調達する。

※課における実務責任者とし

て、取扱担当者とともに導

入に関する実務を行う。

－つ｛汀を務実るす問
刈入導4

8
 

ム」
1
J

と
名

者
1

当
ら

担
か

進
係

推
各

※
（
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VI .文書庫の活用

現在使用している野口記念館裏の文書庫は、既に耐用年数を経過するとともに

増大する保存文書により満杯の状態である。

このため、管財課において、平成 4年度及び平成 5年度の 2ヵ年事業で、本庁

地下にファイリングシステムのための文書庫及びを保存文書閲覧室を建設した。

したがって、本庁地下文書庫には、野口記念館裏文書庫に保管中の文書のうち

永年保存の文書を移管するとともに、ファイリングシステムにより保存すること

となる文書を保管することになる。

本庁地下文書庫には、移動式の文書棚が 60台設置しであり、文書保存用の段

ボール箱約 26 0 0箱が収納可能である。

コンサルタントによると、ファイリングシステム後の保存文書数は、本市の規

模から見て今後 10年間は 24 0 0箱前後で推移するため、当面、幾らかの余裕

はあるとのことであった。

なお、野口記念館裏文書庫には、期限の定められている文書のみを保存するこ

とになるため、今後 12年以内にはすべての文書が廃棄処分され、取り壊しが可

能となり、このことは、結果的に職員駐車場のスペースの拡大につながる。
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・・・4

U1 

資料 1 ファイリングシステムのしくみ

① ② ③ 

ファイル基準表に

取扱基準が定めて｜ファイル

ある文書は、その｜ 基準表｜フォルダーに挟む 専用キャビネットで保管

基準に基づき処理 100申請書

0 0申請書

ファイル基準表に

取扱基準が定めら

れていないときは

記入

CD文書の受付
文書の発生

＼ 

Rファイル基準表に取扱基準
が規定されているものはそ
れに基づき、新規の文書に
ついてはファイル基準表に
記載のうえ、それぞれ各分
類ごとにフォルダーに挟ん
で専用キャビネットに保管
する。

CID各課で保管する文書は
現年度及び前年度分で
あづて、使用する専用
キャビネットは3段式
引出し型とし、上2段
に現年度分の文書を、
下段に前年度分の文書
をそれぞれ保管する。

③ ⑤ 

!I: II ~ 

f事
＠年度が代わると、専用キャピネッ

トに保管している文書を次の要領
で整理する司

－下設の文書を保存年限別にフ
ォルダーごと文書保存箱に入れて
総務課に引き継ぎのうえ文書庫に
移管するョ 〈これを「オキカエJ
とし、う。〉

・上2段の文書については、単
年度保存の文書を廃棄のうえ、下
段に移動させる司 〈これを「ウツ
シカエ」という：： ) 

CID文書庫で保存中の文書のう
ち、保存年限が満了したも
のについては、総務課が文
書箱ごと廃棄するa



簿冊方式からのフプイリングシステムの導入

コア！
当年度

当年度

前年度

---

-----
〉〉招待状

招待者名簿

予算

人事

契約書

受彰者名簿

〉

c書類を挟んだフォルダーは、決められ
た順番に専用のキャビネットに収納す
るョ

CIDばらした簿冊のなかで必要なものは、
種類ごとに小さく分類してフォルダー
に挟む司
また、フォルダーごとに保存年限等の
取扱基準を定める司

、
簿
詳
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名
祝
、

、
名
長
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資料 2

各課共通文書〈予算書、調定調書、議
会関係文書等）は、各課ともキャビネ
ットの同じ位置に収納するため、人事
異動があっても必要な書類の所在がす
ぐにわかる司

ぴ
、
存

及
ず
保

度
か
で

年
置
庫

現
か
書
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し
文
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類
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簿

妻罷

、CD現在の文書管理の方法は、一件
書類を l冊文書として綴じ込む
簿冊方式を採用している司
このため、一つの簿冊の中には、
保存年限が異なる様々な書類が
綴られている。
しかし、簿冊として管理するた
め不要な文書まで保存すること
となる。
例えば、市制施行60周年記念

式典関係文書は、現在の文書規
程では永年保存になっているが、
不要な文書も数多く綴られてい
る司

。、
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北川町総務 課安藤課長補佐様

ファイリングシステムの導入について、別添ファイリングシステム導入資料及びファ

イリングシステムマニュアルを各線に配付の上、下記の事項を関係職員に指示していた

だきますようお願いいたします。

記

1. 合併後の総合支所地域振興課は、総合支所の文書管理事務を所掌しますので、総務

課職員は、システムの理解に努めること。

2. すべての職員について、延岡市役所を訪れる際は、関係課のファイリングシステム

の運用状況を確認し、そのイメージを把握すること。

3. 各課の庶務担当係長は、ファイリング‘マネージャーとして課内の文書事務全般の指

導を行いますので、各課庶務担当係長は、システムの理解に努めること。

4. すべての職員を対象に、後日ファイリングシステムの概要を説明しますので、それ

までにファイリングシステム導入資料及びファイリングシステムマニュアルを熟読し、

ファイリングシステムに対する疑問等を各自整理すること。

5. ファイリングシステムの導入は、次のスケジュールで行う予定ですので、その作業

は全職員で行うこと。

2月中旬まで・・－文書庫及び事務室内の不要文書の廃棄及び整理

《ファイリングシステム導入資料 5-(1）及び（2）》

2月中旬・・・・・・・職員へのファイリングシステムの説明会

3月中旬まで・・－文書庫及び事務室内の不要文書の廃棄及び整理の確認

3月中旬・・・・・・・ファイリングキャビネット等の搬入

《ファイリングシステム導入資料 5一（3）》

3月下旬・・・・・・・フォルダーの作成及びファイリングキャビネットへの収納

《ファイリングシステム導入資料 5一（5）及び（6）》

（文書取扱／延岡市総務部総務課文書法規係 梶本 22-7006) 
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ファイリングシステムの目的
‘料、1かい＂＂＇~＼~ト＼li'>1'i弘知
・切I~ ド＇－-r1（＼ν名吟お冷札い、
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！品料毛 I~ 号は t,I!\布。引い 11.)n＂＇私 71f¥.,,'1 ＇－吃つ乙 3

毛及、昔弘次．が＂‘，.~，ル・

(1) 統一しトルールに基づき文書を取り扱う
・写間前耳元宇和初納町~ ，，エ 7・れピキヲトゼ~'t11. ~o~枚以恥対If~＇拐イ停hJ1>
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(2) 文書を私物化せず、組織で共有化する o －←ぬゅんい～ん仰向れもが1・1
・似付 t＇＼小川、官民わ·t.~~i'tl. 恰ト州市小E州、ゴーいく 1h.~. 唱 W.~ ＼＼； Q-lt~l 引いA~t·-I令市

‘れ~i F\1~ ~：.； 1 －；ず叫ピキ小句、対号混マゆf、。育代川奇創造、‘い－~ 1., ...『伽，仇ν ）~~＼仰いeぃ

(3) 文書の即1時検索、担当者以外の者による検索を可能にする。~－- -
4引寺4ト，11<w 1~H, ... f河＂＂＂ it'Z-ヲv.. ~刊・匂勺 ν イリ・ 1;t>1 '1 ....ど7-cf~~ t川、、

λい‘＼l前三々ト，－ "Q 刊は~t l ：~今 れもわ’ペiCしt・レど工't~－十包まね. ¥p. ＼げ・

マバ州いがい似也、1乞ヒペトマわい、

ファイリングシステムの要点

(1) すべての文書は、ファイル基準表に従い、課ごとに集中管理する。《マニュ

アル P11 ～ 15》｛功、存料u 州尚判制α州h“い1.~i$1~・い付い・仲川
ずを） ti\ベ ~l怖、λR語句司、，

(2) 文書は原本のみとし、コピー文書を個人で、持たない。《マニュアル P27》
・コ1:::-'-~吋 ll¥.＜くV却と首会・．

・コヒ、，怯イ，~i-i~~~いし恥'1Vn~. れはマハピ－i-t.... n~＼ィ 11~1-~1'.i ~~小1 ト
(3) 文書は年度ごとに管理し（一部暦年管理のものあり）、現年度と前年度の

2年度分はファイリングキャビネットで、それ以前のものは文書庫で管理

する。《マニ17J~ P3》

(4) 文書の保存期聞は、次のうちから、フォルダーごとに定める。《マニュアル P30》

①当該年度末まで保存、②翌年度末まで保存、③3年保存

④5年保存、⑤10年保存、⑥長期保存
fH'I 弘元~1下均株．吐いイ』ψ均企 11 砕いや It\ ＼~ .メト1t・~"t.（守れれれI~ L 14 ’~i 発 μ 与ll\1(1c.l 旬、．

¥... ll'*¥i lh,l ＇両ゐゅ~ \1 ・ 1吠氏 i;~ ~·I倍以打＇J • .-fιι，fi ~ :i・い’tt~色柄、 bf~1
(5) 文書の収納は所定のフオルタ一等で行い、フラットファイル等の他の用

具は使用しない。《マニュアル P5～7》
・q為。－＼ヰH.l吟－bfI、；昨今二イ年同町れも~{f¥ 1・＇｛.， '' 71ι t々多段1品仏It¥H~l '1i;'1 '( ~与常民 ＇.：：. イJ・1・窄1/.1) ・
1雪1Pr~ 1§,tli) 11 1~ も？~·』事二ィ~ l, 1). 

(6) 事務室内の文書の保管は、ファイリングキャビネットのみで行い、個人

の机で保管しない。《マニ17J~ P19～21》

2 



4 ファイリングシステムの運用にあたっての留意事項

(1) 過年度からの一連の文書がないと仕事ができないという意識をなくす。

文書は、時間が経過するにつれて使用頻度が低くなり、作成後又は収受

後 1年を経過したものは、わずか 1パーセントしか利用される機会がない

というデータがあります。ファイリングシステムでは、原則として年度ご

とに文書を管理しますが、使用頻度の高い現年度文書や前年度文書はファ

イリングキャビネットで管理しますので心配ありません。

また、頻繁に使用する文書については、資料文書としてファイリングキ

ャビネットで管理する方法もあります。

(2) 文書が身近にないと不便だという意識をなくす。

文書をファイリングキャビネットで集中管理するため、文書が手元にな

くて不便だと思われるかもしれませんが、必要な文書を、いつでも、誰で

も、すぐに取り出すことができるため、特に不便だということはありませ

ん。

また、個人で文書を管理すると、担当者不在時には対応ができないこと

になりますし、原本のコピーを個人個人が保有すれば、無駄なコピー代や

紙代が増えるだけでなく、余計な保管スペースも必要になります。

なお、文書を私物化しないことを徹底するため、袖机やデスクアンダー

ラックの使用は禁止されています。

(3) 文書は綴じなくても、バラバラになったり、散逸したりしない。

フォルダーに文書を収納するときは、文書の左肩を揃えて新しい文書を

上に重ね、文書を利用するときはフォルダーごと持ち出すというルールを

守っていれば特に心配はありません。

原則として文書は綴じませんが、綴じる必要がある場合はホッチキスを

使い、文書の枚数が多い場合や文書を追加して綴じる必要がある場合など

は、ファスナーを使用します。なお、紛失や破損のおそれのある文書を収

納する場合には、クリアファイルを使用します。

3 
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5 ファイリングシステム導入手順

(1) 文書庫内の不要文書の廃棄及び整理 ／ 

・文書庫で保存している文書について、法定保存年限を経過したもの、同一文書が

複数あるもの、歴史的価値がないものを廃棄する。
・残った文書をパインダーごとに、その背表紙に、作成課名、文書件名、廃棄年月

日を記載する。

(2) 事務室内の不要文書の廃棄及び整理

・事務室及び個人の机内のすべての文書を取り出し、法定保存年限を経過したもの、

同一文書が複数あるもの、歴史的価値がないものを廃棄する。

・残った文書をパインダーごとに、作成年度ごとに分類する。

【平成17年度以前の文書について】

－パインダーの背表紙に、作成課名、文書件名、廃棄年月日を記載し、文書庫の所

定の棚で保存する。

【平成18年度文書について】

－パインダーの背表紙に、作成課名、文書件名、廃棄年月日を記載し、パインダー

のまま、課ごとに集中して一時保管する。

(3) ファイリングキャビネットの設置等－－ ＇？／~ 
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－現在使用しているキャビネットや袖机、デスクアンダーラック等の使途（再利用

や廃棄等）を決定し、処分する。

・平成 18年度文書の量や合併後の組織での所掌事務等を考慮し、ファイリングキ
ャビネットの必要数を課ごとに決定する。（合計 35 台）似北r~ 'lt川林

・合併後の組織でのファイリングキャビネットのレイアウトを課ごとに決定し、フ

ァイリングキャビネットを設置する。

(4) ファイル基準表の作成及びフォルダーラベルの印刷（延岡市が行う）

n~ 平成 19年度のファイル基準表（合併前の組織）を作成し、印刷したフォルダー

ラベルとともに北川町に送付する。

(5) フォルダーの作成

。｜ （吋付されたフM 一九をフM ーに貼り付帆

(6) フォルダ一等のファイリングキャビネットへの収納

・（2）で一時保管した平成 18年度文書をパインダーのままファイリングキャビネツ

トの下段に収納する。

・（5）で作成した平成 19年度の空のフォルダーをファイリングキャビネットの上段

及び中段に収納する。
－事務用品や書籍等を整理する。

(7) ファイリング支援システムのインストール

北川町のパソコンにファイリング支媛システムをインストールする。
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フォルダーテーマ

1 17年度ファイル基準表＝文書情報管理台帳

2 ファイリングシステム運用資料

3 文書保存箱（引継）カード＝保存文書目録

4 17年度文書処理簿

5 庁報・通達（長期保管分）

6-1 17年度各課からの通知（回答不要分）

6-2 17年度各課からの通知（回答を要するもの）

7-1 17年度庁外からの通知（回答不要分）

7-2 17年度庁外からの通知（回答を要するもの）

8 フロッピーディスク登録管理表

9 17年度条例・規則.!Ill令・要綱等の起案

10 延岡市長期総合計画（作成資料含）

11 事務引継書（控）

12 災害対策本部各班行動マニュアル・緊急連絡網

13 17年度行事予定表（事業計画表を含む）

14 「広報のベおかJ

15 「市努要覧J

16 「延岡市の市勢J

17 「延岡市統計書J

18 情報公開制度運用資料

ウツシカエ
いつ ｜どこへ

年度末 I ! 

年度末 I ! 

年度末 I ! 

年度末 I T 

オキカエ
保存年

マ

マ

マ

マ

マ

マ

⑤ 

資料取扱の説明
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（資）一部サシカエ長期保管

（資）保存満了時ハイキ

（資）ただし一部見直しハイキ

（資）新版とサシカエ

※長期保存する必要のないもの

（資）次期計画書とサシカエ

（資）次の引継ぎまで保管

（資）新版とサシカエ

（資）前年同月号とサシカエ

（資）新版とサシカエ

（資）新版とサシカエ

（資）新版とサシカエ

（資）一部サシ力エ継続保管
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延岡市におけるファイリングシステム導入の経緯

【導入の目的】

行政の多様化、複雑化が進展するとともに、 OA機器の導入により、執務スペースは狭

くなり、文書量も増加の一途をたどっています。

また、数年後ごとの大規模な機構改革により部や課が新設されるため、スペースの確保

も難しく、必然的に文書量の削減が求められていました。

これらの現状を踏まえ、文書の集中管理による体系的かつ近代的な文書管理システムを

構築し、正確、迅速、適正な事務処理、市民サービスの向上並びに快適な執務環境の確立

を図ることを目的として、ファイリングシステムの導入が決定されました。

【導入前の問題点】

これまで本市における公文書の管理は、一件書類を一冊の文書として綴じ込む簿冊方式

を採用していましたが、それぞれの事務・事業が完結するまでの聞は、担当者が机の中や

レターケースなどに各自で保管していました。

また、事務・事業の完結後は、メモやコピーなどの不要な文書を含め、関係するすべて

の文書を一冊に綴り、保管していたため、次の問題が生じていました。

① 担当者が公文書を各自で保管するため、公文書が市及び市民のものであるという認識

に欠ける。

② 事務・事業の完結までの聞は、担当者が公文書を保管するため、紛失のおそれがある。

③ 担当者が不在のとき、必要な公文書の所在が分からない。

④ 体系的な文書管理システムが確立されていないため、文書の検索に時間がかかる。

⑤ 原本のほかに部長、課長、係長などがそのコピーを持つため、相対的に文書量が増え

るとともに、経費の増加につながる。

⑥ 不必要な文書まで保存するため、収納スペースに場所をとり、スペースを圧迫する。

⑦ 他の職員の業務内容が分からない。

【システムの概要】

ファイリングシステムとは、公文書を私物化せず、これを組織体のものとして必要なと

きにすぐ活用できるように統一的な基準のもと、組織的に整理保管し、公文書の発生から

廃棄に至るまでの一連の体制を確立するもので、簿冊方式を廃止して、文書の種別ごとに

フォルダーに挟んで専用キャビネットで保管する方式です。



【導入検討】

口平成2年度：ファイリングシステムの導入検討開始

口平成4年度：ファイリングシステムの導入決定

自_j霊平成4年度及び5年度で地下文書庫を整備する。

平成6年度から 8年度までの 3ヵ年度で導入する。

口平成5年度：地下文書庫の整備工事完了

直 j霊事業費： 47,071千円

面積： ssorr1

収納量：文書保存箱 2,700箱分

【導入実施】

口導入体制

－ファイリングシステム導入実施本部（本部長：助役）を設置する0

．側イトーキにファイリンクシステム導入に係る指導を委託する。

口導入経費（ 3ヵ年度分）

－コンサルタン卜指導委託料

・消耗品費（フォルダ一等）

－備品購入費（事用キャビネット）

計

8,617,555円

15,046,000円

15.4:38.803円 (230台分）

39, 102,:358円

口導入研修時間

・平成6年度

．平成7年度

・平成8年麿

計

2 0時間

8 5時間

1 2呈盤国

2 2 8時間

【導入後の維持経費】

平成 12年度の実績

コンサルタン卜指導委託料 269 980円 (6時間分）

消耗品費（フォルダ一等）

計
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【導入効果】

①事務室内の文書量の約7割が削減された。

市全体

（導入前：約 5,000ファイルメーター ＝今 導入後： 1,500ファイルメーター）

職員 1人当たり

（導入前：約 5.73ファイルメーター 今導入後： 1.70ファイルメーター）

② キャビネット類の減少により執務スペースが拡大した。

撤去したキャビネット類：約 1,240台

購入したキャビネット ：約 250台

③ 公文書の目録ともいえる「ファイル基準表Jの整備により、情報公開制度への対応が

可能となった。

④ 文書の体系的な保存管理システムの確立により、不要となった文書の廃棄システムが

確立された。

⑤ 文書の体系的な集中管理システムの確立により、担当者が不在のときでも容易に対応

が可能となった。

⑥ 文書の検索時間の短縮により事務能率が向上するとともに、市民の待ち時間が短縮さ

れた。

⑦ 不要な重複コピーを禁止したため、コピー量が減少した。

⑧ ファイリングキャビネット及びフォルダーの規格を A4版化したため、特殊なものを

除き公文書の A4版化が推進された。

【導入後の課題】

ファイリングシステムは、導入時よりも導入後の維持管理が非常に重要となってきます。

このため、総務課によるメンテナンス（巡回点検指導）を毎年 1回実施し、その結果改

善を要する課に対しては、コンサルタントによるメンテナンスを実施するなど、全職員に

対する意識改革はもとより、各課のファイリングマネージャー（庶務担当係長）とファイ

リングクラーク（各係1名）の育成を図っています。

3 



延 岡市役所 8年度導入研修と日程表

研 修 名 日 時 受講グループ 受講対象者 日寺 間

管理者研修 4月23日（火） 14:00～16:00 A～F 実施課の管理者 2 

4月24日（水） 9:00～12:00 II 導入課の全職員 3 

職員研修 4月24日（ II ) 13:00～16:00 II が 3班に分かれ 3 
4月25日（木） 9:00～12:00 II て受講 3 

専門研修 1 4月24日（水） 16:00～17:00 II 専門委員全員

5月20日（月） 14:00～17:00 A 専門委員全員 3 

5月21日（火） 9:00～12:00 B II 3 
専門研修 2 5月21日（ II ) 13:00～16:00 c II 3 

5月22日（水） 9:00～12:00 D II 3 
5月22日（ II ) 13:00～16:00 E II 3 
5月23日（木） 9:00～12:00 F II 3 

6月 3日（月） 14:00～17:00 A II 3 
6月 4日（火） 9:00～12:00 B II 3 

専門研修 3 6月 4日（ II ) 13:00～16:00 c II 3 
6月 5日（水） 9:00～12:00 D II 3 
6月 5日（ II ) 13:00～16:00 E II 3 
6月 6日（木） 9:00～12:00 F II 3 

6月17日（月） 14:00～17:00 A II 3 
6月18日（火） 9:00～12:00 B II 3 

専門研修 4 6月18日（ II ) 13:00～16:00 c II 3 
6月19日（水） 9:00～12:00 D II 3 
6月HJ日（ II ) 13:00～16:00 E II 3 
6月20日（木） 9:00～12:00 F II 3 

7月 1日（月） 14:00～17:00 A II 3 
7月 2日（火） 9:00～12:00 B II 3 

専門研修 5 7月 2日（ II ) 13:00～16:00 c II 3 
7月 3日（水） 9:00～12:00 D II 3 
7月 3日（ II ) 13:00～16:00 E II 3 
7月 4日（木） 9:00～12:00 F II 3 

専門研修 6 7月15日（月） 14:00～17:00 ABC II 3 
7月16日（火） 9:00～12:00 DEF II 3 

職員研修 7月16日（火） 13:00～15:00 ABC 導入課の職員 2 
（切替説明） 7月17日（水） 9:00～12:00 DEF II 2 

8月20日（火） 14:00～17:00 A 3 
8月21日（水） 9:00～12:00 B 講師及び事務局 3 

巡回点検指導 8月21日（ II ) 13:00～16:00 c が各課を訪問し 4 
8月22日（木） 9:00～12:00 D 点検指導を行う 3 
8月22日（ II ) 13:00～16:00 E 4 
8月23日（金） 9:00～12:00 F 3 
8月23日（ II ) 13:00～16:00 （予備） 3 

専門研修 7 9月 4日（水） 14:00～17:00 ABC 専門委員全員 3 
9月 5日（木） 9:00～12:00 DEF II 3 

7月30日（火） 14:00～17:00 講師及び事務局 3 
メンテナンス 7月31日（水） 9:00～17:00 導入済課 が各課を訪問し 7 

8月 1日（木） 9:00～17:00 点検指導を行う 7 
8月 2日（金） 9:00～12:00 3 



ファイリングシステム導入検討状況

平成冗. 11. 22 情報管理改善セミナー受講 総務課

lL 29 日向市職員研修に参加受講
，， 

2. 1 . 11 ファイリングシステムの学習 ／／ 

講師側イトキー 圃・・・・氏

1 . 21 ファイリングシステムの学習
，， 

講師側コクヨ 圃園田里氏

2. 6 先進自治体視察（春日市）
，， 

2. 21 ファイリングシステムの学習 ／〆

講師 コンサルタント ・・・園氏

4. 24 先進自治体視察（日向市） ノ／

5. 11 文書管理改善～ファイリングシステム ，， 

導入提案書上申

6. 4 文書管理検討委員会結成 辞令交付

第l回文書管理検討委員会 ビデオ映写討論

.. 6. 19 第2回文書管理検討委員会 日向市視察 1班

6. 26 第3回文書管理検討委員会 日向市視察 2班

7. 5 コンサルタント会社（五社）に照会

二社より導入提案書の提出あり

7. 11 第4回文書管理検討委員会ノ 委員研修

講師 コンサルタント ・・・E氏

7. 24 先進自治体調査（ 1 6市）

コンサルタント会社二社の指導状況

システム調査

7. 25 第5回文書管理検討委員会 ビデオ映写討論

8. 22 コンサルタント選定書作成

8. 24 第6回文書管理検討委員会 討論

9. 20 第7回文書管理検討委員会 提言書作成



ファイリングシステム導入検討状況

平成冗. 11. 22 情報管理改善セミナー受講 総務課

11. 29 日向市職員研修に参加受講
，， 

2. 1 . 11 ファイリングシステムの学習 ／／ 

講師側イト キ － 長 井 昂 氏

1 . 21 ファイリングシステムの学習 ノノ

講師側コクヨ 春名博美氏

2. 6 先進自治体視察（春日市）
，， 

2. 21 ファイリングシステムの学習 ／ノ

講師 コンサルタント 寺J11幸雄氏

4. 24 先進自治体視察（日向市） ／／ 

5. 11 文書管理改善～ファイリングシステム ／／ 

導入提案書上申

6. 4 文書管理検討委員会結成 辞令交付

第 l回文書管理検討委員会 ビデオ映写討論

6. 19 第 2回文書管理検討委員会 日向市視察 i班

6. 26 第3回文書管理検討委員会 日向市視察 2班

7. 5 コンサルタント会社（五社）に照会

二社より導入提案書の提出あり

7. 11 第4回文書管理検討委員会 委員研修

講師 コンサルタント 寺川幸雄氏

7. 24 先進自治体調査（ 1 6市）

コンサルタント会社二社の指導状況

システム調査

7. 25 第5回文書管理検討委員会 ビデオ映写討論

8. 22 コンサルタント選定書作成

8. 24 第6回文書管理検討委員会 討論

g. 20 第7回文書管理検討委員会 提言書作成



様式 第16号

延生第 504号

平成24年 12月11日

延岡市情報 公開審査会

会長佐々 木 龍 彦 様

延岡市長首藤正

諮
同
司
』：
 

同

F
l

書

行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開

条例第！？条の規定により諮問します。

開示請求に係る行政｜市役所生活環境課の方 2名が－・E さん方へいかれた事

文書の名称又は内容｜を確認した文書（平成23年度分）

開示請求に係る行政文書には、延岡市情報公開条例第5条第 1号

開示決定等の内容｜に規定する情報が含まれているため、当該情報を除いた部分を開示

する決定

不服申立てがあった日｜ 平成24年 11月22日（金）

趣旨 異議申立てに係る処分を取り消し、全部開示するとの決定を求

める。

理由 ① 土木課道路維持係林田幸夫氏は市民相談処理書を書き残

していたが、当時平成23年生活環境課（中村氏、戸高龍郎氏）

中村氏自分本人が私達は四角四面の法律の中で仕事をして

いますからと言っていたが、市民相談処理書を書き残してい

なかった。

② 黒く塗ってある部分を明確にして下さい。

③ 相談内容の中で納匿と書いているが（車庫）シックイ壁で

ある。失礼である。

④ 急傾斜地に指定（してもらおう）と相談したがと書いてあ

るが（たのんではいません） 5、6軒以上民家があればでき

る可能も知っていた、すなわち 5人6人亡ぬのは止めるが l

人2人は亡んでも良いということだ。 1軒でも北方ヤカイ村

で現場の仕事をした事も有る、藤島組（延岡）

不服申立ての

－趣旨及び理由

所管課

備 考

生活環境課

平成24年度第 1号

電話番号 0982-22-7001 

添付書類 1 不服申立書及びその添付書類の写し

2 行政文書開示請求書の写し

3 開示請求に対する開示決定等の通知の写し

4 その他（
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延岡市情報公行政文;I｝の開示決定等について次のとおり不1JRi.p立てがあったので、

｜別条例第 17条の規定により諮問しま寸。

lffl 諮

平成 16年度の市長のrfi外出張書（ 16年 12月末までの分）

県内は宿泊旅行が支給されたものに限る

りよ外は全て

IJM 示請求に係る

行政文？！？の

名林又は内容

M=I川市情報公開条例第 5条第 1号に

当該情報を除いた部分を開示する

UM示請求に係る行政文ii~，：には、

規定する情報が含まれているため、

決定

!JM示決定等

rτ』・

ぞ手r-kl 。〉

立てy
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1
 

不！！日
（火）－

 
一一｜
 

3 J-J 平！戊 l7年
た 1:1があっ

異議qi立てに係る処分を取り消寸、との決定を求める c

イ .i:m山 異議q1立てに係る処分は、次のとおり違法不当である。

①延｜品lmが支払っている市長の旅貨は全て税金であることの認識

ア趣旨

がない。

②延｜刈 ihが開示した行政文書の~1:!JM示部分について、市民－に公表で

きないと言うがは不当な支払いをしているからである。

要するにえ－払うべきでないところに支払っている。

③延｜前lI↑iはri=i1（の知lる依利をドILJI；している。

不 JIR申立ての

趣旨及び耳目 rt1 

④延｜制IIiには機訟費は存在しないので、今回の行政文台非開示部分

はm民として納得できないU

よって、行政文井部分開示決定通知市：妊：総第135号・は、 上記〔①～

④〕の内容を￥1~） たされず何の意｜支｜する開示の怠l床がない。

’di: a，月需号 OD82-22-7006総務部総務課記長信：J升

平成 16 年度 ；x~ 6号考。m
イ二 HR 申立~！：－：及びその添付，！？類の写し

行政文？！？開示前求；！？の与し

1m示請求に対する IJM示決定等の)ill知lの写し

その他（

1

2

3

4
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hl l1Yi］市情報公行政文・・＇干の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、

開条例第！？条の規定・により諸問します。

1
 

1
1
 

1
1
 

1
 

市長交｜旅行に係る支出命令書及び精算命令出開示請求に係る

行政文，！？の

名称又は 1J＇）容
平成l(j （ド l月から 12月末までに支払った分

1m;1と；，•；·;Jミに係る行政文書には、延lin]d0i↑i'f報公開条例第 5条第 1号に

対lIt・寸る情報が合まれているため、

決定

当！？奈川慨を除いた部分を開示する

開示決定等

容1Jサ。〉

立 て

た ~I

1
 

1
 

1
 

不川え
（火）｜｜ 3 JJ iji.，，父17 1rF 

があっ

県議 f~I立てに係る処分をl取り消す、との決定を求めるD

イ .1:1n 111 県議中立てに係る処分は、次のとおり進法不当である。

①延lifi・Jrl iが支払っている市長の交際貯は令．て税金であることの認識

ア~日

がなし、。

②妊：lifi]"jが開示した行政文芹の..J1:1m示部分について、＂ ji込に公表で

きないと言う事は不当な支払いをしているヵ、らである。

！裂するに支払うべきでないところに文払っている。

③延｜川市はrli氏の知lる権利を1511.II：している口

不 ]ff{qi ¥.J：ての

趣行及びJmEll 

④征lii';Jlliには機街t＇（は存tEしないので、今＇＂＇の行政文＂； l:・=JI:UM示部分

はiiil （として納得できない。

よって、行政文i＇：·＝部分開示決定通知I1~~： g総2Ht:M り－は、 l：記 〔①～

④〕の ＇）＇J ’存を￥1~）たされず何の怠iス｜する DH示のな II~（がないu
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パ
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行政文古IJH示請求.＇：－：の写し

開示前求におlするDtl示決定等の通知！の写し

その他（
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様式第16号

延議第 38 号

平成25年 5月15日

延岡市情報公開審査会

会長佐々木龍彦様

延岡市議会議長 佐藤

諮 問 書

行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開

条例第17条の規定により諮問します。

開示請求に係る行珂 2，全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表（平成24年度分）
究書の名称又は内容 － 

開示決定等の内容

不服申立ての

趣旨及び理由

開示請求に係る文書を保有していないため、延岡市情報公開条例

第 9条第 2項の規定により不開示として通知した。

趣旨

1 .乙（市）が当然提供可能な情報であるから、不開示決定を

取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

理由

(1) 異議申立人は、平成25年 3月27日、乙に対して、延岡市情

報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報：全議案に関する議決結果賛否一覧表

（平成24年度分）J

(2) 乙は、平成25年4月10日、（1）の請求に対し、次の理由によ

り、不開示決定を行った。

「開示しない理由：不存在＝開示請求に係る文書を保有しな

いため。j

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

議決時の各議員の賛否の情報については、乙が当然保有しな

ければならない情報である。不存在はありえない。同一の文

書が存在するか否か、ではなく、求められている情報が存在

するか否か、によって判断されなければならない。存在する

限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。延

岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報を

整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡

市情報公開条例第 1条の規定に反するものである。

「延岡市情報公開条例第 1条（目的）この条例は、行政文書



の開示を請求する権利について定めることにより、実施機関

の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有する

その諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにする

とともに市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主

的な行政の推進に資することを目的とする。j

他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公

表されている。延岡市議会においても、市民に求められるまで

もなく、ホームページでの公開を推進しなければならない。

所 管 課 議会事務局 電話番号 0982-22-7029 

備 考 平成24年度第69号

添付書類 ① 不服申立書及びその添付書類の写し

② 行政文書開示請求書の写し

③ 開示請求に対する開示決定等の通知の写し

4 その他（
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様式第16号

延議第 40 号

平成25年 5月15日

延岡市情報公開審査会

会長 佐々木龍彦様

延岡市議会議長 佐藤

諮 問 書

行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開

条例第17条の規定により諮問します。

開示請求に 係る行政

文書の名称又は内容

開示決定等の内容

不服申立ての

趣旨及 び理由

l，議会基本条例制定特別委員会内、作業部会記録

開示請求に係る行政文書は、保有していないため、不開示と

する決定

趣旨

1 .乙（延岡市議会議長）が当然提供可能な情報であるから、

不開示決定を取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

理由

( 1 ) 異議申立人は、平成25年4月11日、乙に対して、延岡市

情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。

f開示請求に係る情報：議会基本条例特別委員会内、作業部

会記録j

( 2) 乙は、平成25年4月25日、（ 1）の請求に対し、次の理

由により、不開示決定を行った。

「開示しない理由：不存在＝開示請求に係る文書を保有して

いないため。j

( 3) 本件処分は、次の理由により違法である。

議会基本条例特別委員会内に設置された作業部会は、議会基

本条例特別委員会の記録として保存されなければならないもの

である。乙が当然保有する情報である。不存在はありえない。

延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情報

を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、延岡

市情報公開条例第 1条の規定に反するものである。

f延岡市情報公開条例第 1条（目的）この条例は、行政文書

の開示を請求する市民の権利について定めることにより、実施

機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有す
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るその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにす

るとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で

民主的な行政の推進に資することを目的とする。J

所 会国立 課 議会事務局 電話番号 0982-22-7029 

備 考 平成25年度第10号

添付書類 ① 不服申立書及びその添付書類の写し

② 行政文書開示請求書の写し

① 開示請求に対する開示決定等の通知の写し

4 その他（
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様式第16号

延経第 70号

平成25年 6月26日

延岡市情報公開審査会

会 長佐々木龍彦様

延岡市長首藤

諮 問 童日

行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開

条例第17条の規定により諮問します。

開示請求に係る

行政文書の

名称又は 内容

24年度区長会理事会会議録

開示 決 定等

の内容

理事会は原則非公開とされており、議事録については公にしな

いとの条件で任意に提出された情報を記録したものであるため

不開示とします。

不服 申 立て

が あ っ た 日
平成25年 6月 6日

不服申立 ての

趣旨及び 理由

趣旨

次の部分の不開示決定を取り消すことを求める 0

•24年度区長会議事録（各国ごとの議事事項）

理由

(1) 異議申立人は、平成25年 5月13日、市長に対して、延岡市情

報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報： 24～25年度区長会理事会会議録j

(2) 市長は、平成25年 5月27日、（1）の請求に対し、次の部分を不

開示とした0

•24年度区長会議事録（各回ごとの議事事項）
理由：延岡市情報公開条例第 5条第 2号に相当＝理事会は原則

非公開とされており、議事録については公にしないとの条件で

任意に提出された情報を記録したものであるため、不開示とし

ます。

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

（ワ）
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延岡市の職員が公務として出席している会議であり、出席した

職員によって作成されている議事録であるから、不開示とはなり

えない。

f区長会j は延岡市市政連絡員の会であり、公の会である。そ

の議事録は不開示とはなりえない。

「理事会は原則非公開jf公にしないとの条件jがあるとされて

し、るが、根拠がないものである。根拠文書を所管課に対して提示

を求めたが、明示されなかった。

延岡市が、毎年継続的に多額の補助金、報酬を支出している延

岡市市政連絡員とその会の理事会が「原則非公開j ではありえな
し、。

以上により、延岡市情報公開条例第 5条第 2号に相当しない不

開示決定である。

所 管 課 経営政策課 電話番号 0982-22ー7079

備 考 平成25年度第30号

添付書類 ① 不服申立書及びその添付書類の写し

② 行政文書開示請求書の写し

③ 開示請求に対する開示決定等の通知の写し

④ その他（ 実施機関の理白書 ） 
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様式第16号

延経第 71号

平成25年 6月26日

延岡市情報公開審査会

会長佐々木龍彦様

延岡市長首藤

諮 問 書

行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開条例第

17条の規定により諮問します。

5
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25年度区長連協資料

当該文書を保有していないため不開示とする決定

平成25年 6月 6日

8旨

次の部分の不開示決定を取り消すことを求める 0・25年度区長連協資料

理由

(1) 異議申立人は、平成25年 5月13日、市長に対して、延岡

市情報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報： 24～25年度区長連協資料j

(2) 市長は、平成25年 5月27日、（1）の請求に対し、不存在の

不 服申立ての ｜ ため不開示とした。

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

趣旨及び理由 ｜ 不開示決定日平成25年5月27日現在で当該文書は存在して

いる。所管課も存在を認めている。

開示請求があった日から起算して 15日以内に存在するこ

とが予想される情報が不存在とされることはあってはなら

ない。市長の善意、誠意の問題である。

情報公開条例の目的に沿って、本規は市民本位に解釈されな

ければならない。

以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する不

開示決定である。

所管 課 経営政策課 電話番号 0982-22-7079 

備 考 平成25年度第30号

(S) 
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添付書類 ① 不服申立書及びその添付書類の写し

② 行政文書開示請求書の写し

③ 開示請求に対する開示決定等の通知の写し

④ その他（ 実施機関の理白書 ） 

くら）
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様式第16号

延企第112号

平成25年6月4日

延岡市情報公開審査会

会長佐々木龍彦様

延岡市長首藤

諮 問 書

行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開

条例第17条の規定により諮問します。

I r住民生活に光を注ぐ交付金j 「きめ細かな交付金Jに関する一切
開示請求に係る｜

｜の資料（事業計画、予算配分、執行評価、国県通信文書等）
行政文書の｜

15-2 きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）
名称又は内容｜

'6-1 きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）

l開示請求に係る行政文書の一部に、公にすることにより、個人の権開示決定等｜
の 内 容｜利利益を害するおそれがある情報が記録されているため、当該情報

日 廿 Iが記録されている部分を除いた部分につき、開示とする決定

不服申立て

があった日

不服申立ての

趣旨及び理由

平成25年5月21日

趣旨

次の部分の不開示決定を取り消すことを求める。

理由

1，きめ細かな交付金事業実績調査票（買収・補償金額の掲載）

2，市道整備事業の土地購入費（金額の掲載）

3，市道整備事業の土地購入費（買収単価の掲載）

4，市道整備事業の立竹木移転補償費（金額の掲載）

( 1 ）異議申立人は、平成25年4月15日、市長に対して、延岡市情

報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。

「開示請求に係る情報：「住民生活に光を注ぐ交付金Jrきめ細

かな交付金Jに関する一切の資料（事業計画、予算配分、執行評

価、国県通信文書等）

5-2 きめ細かな・住民生活に光をそそぐ交付金（実績報告）

6-1 きめ細かな交付金実績証拠書類（市道）
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( 2）乙は、平成25年4月26日、（ 1 ）の請求に対し、次の部分を不

開示とした。

1，きめ細かな交付金事業実紛調査票（買収・補償金額の掲載）

2，市道整備事業の土地購入費（金額の掲載）

3，市道整備事業の土地購入費（貿収単価の掲載）

4，市道整備事業の立竹木移転補償費（金額の掲載）

( 3 ）本件処分は、次の理由により違法である。

「市の支出に関する情報Jはし、かなる理由によっても不開示に

することはできない情報である。市の支出の金額が妥当であるか

否か、を市民が判断することを妨げるものである。市の支出の金

額は、その支出先が個人であるか否かに関わらず、開示を免れる

ことはできないものである。

乙は、「個人の財産に関するプライパシー権という個人の権利利

益を害するおそれがあるJとしているが、この場合には、「個人の

権利利益を害するおそれJよりも公益が優先されるものである。

監査のための支出金額の開示は不可避である。

以上により、延岡市情報公開条例第5条の規定に反する部分不開

示決定である。

所管課 企画課 電話番号 0982-22-7003 

備 考 平成25年度第 8号

添付書類 ① 不服申立書及びその添付書類の写し

② 行政文書開示請求書の写し

① 開示請求に対する開示決定等の通知の写し

4 その他（
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様式第16号
延議第 42 号

平成25年 5月15日

延岡市情報公開審査会

会長佐々木龍彦様

延岡市議会議長 佐藤

諮 問 書

行政文書の開示決定等について次のとおり不服申立てがあったので、延岡市情報公開

条例第17条の規定により諮問します。

平成24年度分：

圃全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための
開示請求に係る行列資料
文書の名称又は内容 ｜ 

開示決定等の内容

’議決の際に、どの議員が賛成し、どの議員が反対したか巧わか

る資料

開示請求に係る行政文書は、保有していないため、不開示とす

る決定

趣旨

1. 乙（延岡市議会議長）が当然提供可能な情報であるから、

不開示決定を取り消すことを求める。

2. 速やかな情報公開を求める。

理由
(1) 異議申立人は、平成25年4月15日、乙に対して、延岡市情

報公開条例に基づき、次の情報公開請求をした。

『開示請求に係る情報：平成24年度分：

全議案に関する議決結果の議員賛否一覧表を作成するための
不服申立ての ｜資料

議決の際に、どの議員が賛成し、どの議員が反対したかがわ

趣旨及び理由 ｜かる資料j

(2) 乙は、平成25年4月25日、（1）の請求に対し、次の理由によ

り、不開示決定を行ったo

f開示しない理由：不存在＝開示請求に係る文書を保有しな

いため。j

(3) 本件処分は、次の理由により違法である。

議決時の各議員の賛否の情報については、乙が当然保有し

なければならない情報である。不存在はありえない。同一の

文書が存在するか否か、ではなく、求められている情報が存

在するか否か、によって判断されなければならない。存在す

る限りの情報、最大限の情報が提供されなければならない。
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延岡市情報公開条例の目的に従って、乙が当然保有する情

報を整理して、市民に提供する義務がある。不開示決定は、

延岡市情報公開条例第 1条の規定に反するものである。

f延岡市情報公開条例第 1条（目的）この条例は、行政文書

の開示を請求する権利について定めることにより、実施機関

の保有する情報の一層の公開を図り、もって延岡市の有する

その諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにすると

ともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で民主

的な行政の推進に資することを目的とする。j

また、議案についての議員賛否情報は、市民が選挙の際に

議員として再選させるにふさわしいかどうかを判断するため

の不可欠な情報である。この情報を記録することは議会の使

命である。これを怠ることは市民に対する参政権の侵害であ

り、選挙権の侵害である。罷免されるべき議員候補者を選択

する自由を侵害するものである。市民的及び政治的権理に関

する国際規約第25条、憲法第15条に違反するものである。

「市民的及び政治的権理に関する国際規約第25条（政治に参

与する自由）

すべての市民は、第2条に規定するし、かなる差別もなく、か

っ、不合理な制限なしに、次のことを行う権理及び機会を有

する。

(a) 直接に、文は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与

すること。

(b) 普通かっ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、

．選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙にお

いて、投票し及び選挙されること。

(c）一般的な平等条件の下で自国の公務に携わることJ

f憲法第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、

国民固有の権利である。

02すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者

ではない。

03公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障

する。

04すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはなら

ない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問

はれない。j

他の市町村の議会では、議員賛否一覧表がホームページで公

表されている。延岡市議会においても、市民に求められるまで

もなく、ホームページでの公開が推進されなければならない。

議会事務局 電話番号 0982-22-7029 
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